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平成 30 年８月１日 

板橋区役所介護保険課 

 
 
 
 
 

 

改訂前掲載箇所 改訂前 改訂後 

１ページ 

12 行目～ 

 
た時に、サービス費用の一部（１割～２割）

を負担して介護保険のサービスを利用する 

 
た時に、サービス費用の一部（１割、２割ま

たは３割）を負担して介護保険のサービスを

利用する 

１ページ 

【介護保険制度の

しくみ】図 

 

 
＜財源割合＞ 
板橋区（保険者） 

公費 50％ 

65歳以上保険料 22％ 

40～64歳以上保険料 28％ 

 

板橋区（保険者）からサービス提供事業者へ

のサービス費用の支払い ８割～９割 

 

要介護（要支援）認定を受けた方からサービ

ス提供事業者へのサービス費用の利用者負

担分の支払い １割～２割 
 

（※）サービス費用の利用者負担は原則１割

ですが、一定以上の所得者については２割と

なります。 
 

 
＜財源割合＞ 
板橋区（保険者） 

公費 50％ 

65歳以上保険料 2３％ 

40～64歳以上保険料 27％ 

 

板橋区（保険者）からサービス提供事業者へ

のサービス費用の支払い ７割～９割 

 

要介護（要支援）認定を受けた方からサービ

ス提供事業者へのサービス費用の利用者負

担分の支払い １割～３割 
 
（※）所得に応じ、利用者の負担割合が１割

～３割と異なります。 
 

６ページ 

（２）施設サービス

表中 

 

 
※表中に左記サービスを追加 

 
サービス名 内 容 利用対象者 

介護医療院 

 

主として長期の療

養が必要な方に対

し、療養上の管理、

看護、医学的管理

の下による介護、

医療及び日常生活

上の支援を提供し

ます。 

要介護１～5 

 

６ページ 

（３）地域密着型サ

ービス 表中 

 

 ※表中に左記サービスを追加 

 
サービス名 内 容 利用対象者 

看護小規模

多機能型居

宅介護 

 
通所を中心に、利

用者の選択に応じ

て訪問（介護と看

護）や泊まりのサ

ービスを組み合わ

せて提供します。 

要介護１～5 
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改訂前掲載箇所 改訂前 改訂後 

７ページ  

【板橋区における
介護予防・生活支
援サービス事業】 
表中 

 

 
サービス名 内  容 

 
予防訪問 
サービス 
（国基準型） 
 

 
ホームヘルパー（訪問介護員）
が居宅を訪問し、身体介護サ
ービスや生活援助サービスを
行います。 
★主に要支援認定者を対象と
したサービスです。 

生活援助 
訪問サービス 
（区基準型） 

 
ホームヘルパー（訪問介護員）
等が居宅を訪問し、1 回 60
分以内の生活援助サービスを
行います。 
★身体介護を必要としない方
を対象としたサービスです。 

予防通所 
サービス 
（国基準型） 

 
デイサービスセンターに通っ
て、食事・入浴・排せつなど
の介助や機能訓練を行いま
す。 
★主に要支援認定者を対象と
したサービスです。 

生活援助 
通所サービス 
（区基準型） 

 
デイサービスセンターに通っ
て、機能訓練やレクリエーシ
ョンなどを行います。1回あ
たり３～５時間程度の短時間
型のサービスです。 
★専門職による支援の必要性
が比較的低い方を対象とした
サービスです。 

 

 
サービス名 内  容 

 
予防訪問 
サービス 
（★） 

 

 

区の指定を受けた事業者のホ

ームヘルパー（訪問介護員）

が居宅を訪問し、身体介護サ

ービスや生活援助サービスを

行います。 

生活援助 
訪問サービス 
（★） 

 

区の指定を受けた事業者のホ

ームヘルパー（訪問介護員）

等が居宅を訪問し、1 回 60

分以内の生活援助サービスを

行います。 

予防通所 
サービス 
（★） 

 

区の指定を受けた通所介護施

設（デイサービスセンター）

に通って、食事・入浴・排せ

つなどの介助や機能訓練を行

います。１回あたり５時間以

上のサービスになります。 

生活援助 
通所サービス 
（★） 

 

区の指定を受けた通所介護施

設（デイサービスセンター）

に通って、生活機能の維持・

向上を目指した機能訓練やレ

クリエーション等を行いま

す。１回あたり５時間未満の

サービスになります。 

（★）区の指定を受けた介護事業者によるサー 

ビスで、原則要支援認定を受けた方が対 

象です。 

11ページ 

６～７行目 

 
いサービスとなる「予防訪問サービス」と、

必ずしも専門的なサービスを必要としない

「生活援助訪問サービス」では、その資格要

件は異なります。 

 
いサービスとなる「予防訪問サービス」と、

身体介護を含まない生活援助に特化した「生

活援助訪問サービス」では、その資格要件は

異なります。 

52ページ 

1８行目 

 
【問合せ】介護保険課介護予防係  

☎ 03-3579-2214 

 

 
【問合せ】おとしより保健福祉センター 

介護予防係  

☎ 03-5970-1117 

 

 


